
平成23年３月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

平成23年３月10日（木） 

                                          

 

（午前９時30分 開議）  日程第２ 承認第１号 専決処分事項の承

認について（平成22年度橋本市

一般会計補正予算（第７号）） 

○議長（中西峰雄君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は23人で定足数に達し

ております。 ○議長（中西峰雄君）日程第２ 承認第１号 

専決処分事項の承認について（平成22年度橋

本市一般会計補正予算（第７号）） を議題と

いたします。 

                     

○議長（中西峰雄君）これより本日の会議を

開きます。 

                      これより質疑を行います。 

○議長（中西峰雄君）この際、報告いたしま

す。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 今回提出された請願は、お手元に配付の請

願文書表のとおり１件であります。 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 請願第19号 橋本市立図書館高野口分館の

存続を求める請願については、文教厚生委員

会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております承認第１号に

ついては、会議規則第37条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。 

 次に、議会運営委員会委員長・上久保君か

ら平成22年12月17日付をもって議案１件が提

出されました。  これにご異議ありませんか。 

 議案はお手元に配付いたしております。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 これを、今会期中にご審議願います。 ○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 次に、監査委員から平成23年２月25日付、

橋監委第77号をもって平成22年度財政援助団

体監査結果報告書の提出がありましたので、

その写しを配付いたしております。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 以上で報告を終わります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                     ○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中西峰雄君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 これより承認第１号 専決処分事項の承認

について（平成22年度橋本市一般会計補正予

算（第７号）） を採決いたします。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において３番 富岡君、

８番 岡本君の２人を指名いたします。 

 本案は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

                      よって、本件は承認することに決しました。 
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 日程第３ 議案第28号 橋本市国民宿舎設

置及び管理条例を廃止する条例

について 

○議長（中西峰雄君）日程第３ 議案第28号 

橋本市国民宿舎設置及び管理条例を廃止する

条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第28号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第４ 議案第29号 橋本市事務分掌条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（中西峰雄君）日程第４ 議案第29号 

橋本市事務分掌条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）事務分掌の中で、統計

に関する点なんですけども、これが企画部か

ら総務部のほうへ移管をされるという議案か

と思うんですが、その理由について再度ご説

明をいただければと思います。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）合併してからも、

統計が総務課にあった経緯がございます。そ

ういうことで、総務課の組織改革の中で、企

画部のほうに持って来たわけでございますけ

れども、総務課といいますのが、総務部の一

番しにせ的なメインの課でございます。そう

いうことで、内容から見ましても、総務課に

戻すのが適切であるという考え方でございま

す。 

 あと、国体が企画部でやるということもあ

りますし、これはなりませんでしたけども、

パスポートの問題もあった中で、パスポート

の問題が解決すれば統計を総務課に持って行

くという以前からの考え方もございました。

そういうことで、パスポートは権限委譲の対

象になりませんでしたけれども、従来から総

務部に戻すという考え方の中でさせていただ

いたような状況でございます。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）それについては、だい

たいわかるんですけども、そしたら、人員的

にはどうなんでしょう。今、企画部の統計の

ほうでどれぐらいの職員をとられてて、それ

が総務部へ移管することで、職員の配置等に

ついての変更等はどのようにお考えですか。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）今年度につきまし

ては、特に国勢調査の統計があったので正規

職員２人置いていますけども、従来から専門

の職員も置いてございます。それも含めまし

て、総務部のほうへ人の数も変えていくとい

うことで、そっくりいくような考え方でござ

います。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）済みません。企画部の

ほうで、国民体育大会に関することなんです

けども、これについては要員をどのように考

えておられるのか。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）国民体育大会につ

きましては、平成27年度実施ということで、

ちょうど５年を切る状態になります。という

ことで、平成23年度から県のほうでもそれな

りの体制づくりをしていただきたいと言われ

ております。ということで、従来は、教育委
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員会のほうでしていただいてたんですけれど

も、教育委員会部局の方を企画部のほうへ張

りつける予定でございます。ということで、

平成23年度につきましては、担当員、それか

ら緊急雇用で１人、事務の職員を雇う予定で

ございます。ということで、いろんな進捗に

あわせまして、ずんずんと年度途中でも増や

していかなければならないこともございます

けれども、これにつきましては、正規職員が

１人張りつきますけれども、今年度は必要で

したら臨時職員で対応したいというように考

えてございます。ということで、今年度の業

務量というのが大まかわかっているんですけ

ども、実務的にどういうことということがあ

りましたら、その途中でも考えていきたいな

というふうに考えてございますけども、体制

としては、正規職員１人、緊急雇用の臨時職

員１人という状態でございます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第29号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第29号 橋本市事務分掌条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第５ 議案第30号 橋本市集会所設置

及び管理条例の一部を改正する

条例について 

○議長（中西峰雄君）日程第５ 議案第30号 

橋本市集会所設置及び管理条例の一部を改正

する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第30号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第30号 橋本市集会所設置及

び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第６ 議案第31号 橋本市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例

について 

○議長（中西峰雄君）日程第６ 議案第31号 

橋本市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）お尋ねをいたします。 

 過日の一般質問でも取り上げたところであ

りますけれども、国民健康保険税の負担が非

常に市民の暮らしを困難にしているというふ

うな状況が見られる中で、この国民健康保険

法の第77条に基づく、いわゆる国民健康保険

税の減免についての条例改正というふうに考

えてます。具体的に変わった部分を見てみま

すと、第26条第１項第１号の当該年において

所得が皆無もしくはというその後に著しく減

少したためというこの文言が加わっただけか

と、新旧対照表で見る限り思います。そこで、

この著しく減少したというのは、何割程度の

減少を対象にするのか、その点を伺います。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）まず、第26条

第１項第１号の件についてお答えいたします。 

 これにつきましては、やむを得ない理由で、

事業もしくは業務の休業等により所得が激減

した場合ということで、減免割合については

７段階に分かれております。収入が前年の10

分の９以上減少する場合は、減額する割合で

すけど、所得割額の10分の９減額する。それ

から、収入が前年の10分の３以上減少する場

合は、所得割の10分の３ということで、それ

ぞれ段階に応じて減免割合を設定させていた

だいております。 

 それと、第26条だけじゃありませんでして、

ちょっと時間をいただいて、説明させていた

だきます。 

 一点目として、これまで内規という形で減

免基準を設けておりましたけれども、規則に

するために第28条に規則への委任事項を追加

させていただきました。それと、追加しまし

たため、第27条の見出しを市税条例の準用に

改正させていただきました。 

 また、これ以外にも二点目として、議会の

議決を経てこれを減免するという部分が削除

させていただいておりますけれども、これは

議会にかけるいとまがないということで、緊

急を要する災害に対応するため、今回改正さ

せていただいたものです。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）この条例案の第28条に、

この条例の施行に関し必要な事項は規則で定

めるというようにあるわけです。平成23年４

月１日から施行するとなっているので、既に

もう規則についてはつくられていると思うん

ですが、規則ができているのであれば、この

議会に規則についても提出をしていただいて、

そして規則を含めて判断していきたいと思う

のですが、今出せというのも無理かと思うの

で、委員会付託になると聞いてますので、委

員会にはこの規則を提出していただけますか。

その点、確認します。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）はい、そのよ

うにさせていただきます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）著しく減少したためと
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いうことで、10分の９以上の減少とかいう話

なんですけども、僕は、これは基準がおかし

いと思うんです。例えば、その前年度で年収

が2,000万円あった人が10分の９減ったって、

それは払うべきで、もともとその家庭で生活

に必要な額を無理に削減するような形だった

ら、それはやらないとすべきで、前年のもと

の収入がどれだけあったかは無関係に10分の

９減ったとかそういう基準の立て方というの

は、僕はおかしいと思うんですけども、いか

がですか。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）先ほど富岡議

員に対する答弁で、減免する割合を、基準を

説明させていただきました。その前に、減免

を受ける者の条件がございまして、これには

納税義務者及びその世帯に属する被保険者の

当該年の所得見込み額が前年中の総所得金額

に対して２分の１以下に減少し、一時的に生

活が困窮すると見込まれる世帯で、かつ前年

の合計所得が500万円以下の世帯という枠を

設定してありまして、この範囲の中でやらせ

ていただきます。 

○議長（中西峰雄君）23番 井上君。 

○23番（井上勝彦君）ちょっと部長、教えと

いてほしいんやけど、第26条の第２項、（２）

があるやろ。天災その他これに準ずる災害に

より保険税の納付が困難である者と、こうあ

るんだけど、例えば、家で火事を起こした、

個人的に火事を起こす場合がありまして、火

事なんかも入っとるんかいな。天災というか、

それに準ずるというねんけど、準ずるじゃな

い、類するとなってんねんけど、そうそう火

災なんかが起きた場合は、どういうふうな解

釈の仕方をちょっと。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）規則の中には

災害のため住宅、家財が著しい被害をこうむ

った場合、不慮の災害を受けた世帯、こうい

う場合についても対処できるよう減免基準を

設けております。中身につきましても、さら

に被害の程度に応じて。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長、火災の

場合に適用があるんかどうかという問いです

ので、答弁よろしくお願いします。 

○健康福祉部長（上田敬二君）適用になりま

す。全壊の場合とか半壊の場合とか、いろい

ろその被害の程度に応じて減免の減額割合が

変わってきますが、適用になります。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第31号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第７ 議案第32号 橋本市立保育所条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（中西峰雄君）日程第７ 議案第32号 

橋本市立保育所条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 10番 松本君。 

○10番（松本健一君）この条例に関してです

けれども、保育所を指定管理者制度に適用す

る上での改正だと思います。直近で受けてく

るのは三石保育園だと思いますが、この条例

を改正した後、三石保育園に関して今後どう

いった手続きで進められていくのか、お答え

いただければと思います。まず第一点です。 

 幼保一元化５カ年計画でこの保育所等に関

しては、その判断、まずは認定こども園のほ

うから指定管理者制度を導入していくという

ことを決めていたと思いますけれども、この
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一部改正を受けると市内全域の保育所も指定

管理者制度を使って公設民営化できるという

ふうな条例となると思うんですけれども、こ

れによって、市内のほかの保育園も今後早期

に民営化を進めていくのかどうか、こういっ

た点に関してもお答えいただければと思いま

す。 

 以上二点、よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）議案第32号は、

議員おっしゃるとおり、三石保育園を指定管

理者にするために、それを想定した条例改正

でございます。 

 三石保育園につきましては、新年度から設

計に入りまして、それとあわせて23年度中に

指定管理者の選定に入らせていただきます。

それと、24年度建設工事に移りまして、25年

度に開園、そういう手はずで進めていきたい、

そう思っております。 

 それと、この条例改正がほかの公立保育園

に公設民営という形で影響を及ぼすのかどう

かということなんですけれども、これにつき

ましては、今のところ三石保育園だけを、条

例はほかにも適用できることになると思うん

ですけれども、幼保一元化５カ年計画二次計

画の部分については、策定はまだですけれど

も、現在のところ、単独園で指定管理者にす

るというようなことは想定しておりません。

今後については、計画がちょっとまだ未確定

なので、今のところ現時点でお答えすること

はできません。ご了承お願いします。 

○議長（中西峰雄君）10番 松本君。 

○10番（松本健一君）三石保育園のほうが25

年に向けての条例改正と、23年度中に指定管

理を決めていくという流れですよね。まず、

設計に入っていくかと思うんですけれども、

一般質問でもちょっと取り上げましたけれど

も、この地域は幼稚園も社会福祉法人が入っ

ております。認定こども園という概念も一方

ではございますので、こういったところとの

事前に確認というか調整を行われているのか

どうか、この点一点。 

 それと、くどいようですけれども、指定管

理者制度、これは５年の短期的な契約になっ

ております。これは、こども園もすべて含ま

れてくるんですけれども、私ははじめに決め

てしまうと、途中で、５年で変わるというこ

とはないんだと思うんです。その変えるよう

なところを決めてしまうようなことを前提と

して、こういった契約を進めていくのはどう

かなと思うんですけれども、こういった点に

関して、現在言っていただけることがあれば、

言っていただきたいなと思います。 

 それと、保育園に関して、３歳児保育とか

地域の要望がやっぱり強いです。私は決して

公設民営化というところで反対ではございま

せんので、できるところであれば、進める部

分では、サービスを向上させていただけるの

であれば、早期に進めれるところから着手す

る。事前説明もしっかりと行っていただけれ

ば、市民サービスも向上できるかと思うので、

この点に関して今後考えていく上で、この条

例自体が改正ですので、保育所自体はすべて

対応できるような条例になるかと思いますの

で、この点に関して、今の答弁ですと三石保

育園だけというふうに限定してますけれども、

実質的にはいつでもできるような状態だと思

います。この点に関しても、説明等を十分に

行っていくことが今からでも必要だと思いま

すので、この点に関してもお答えいただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）まず一点目の

社会福祉法人とおっしゃいましたけども、三

石台地区については学校法人の泉新学園があ
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ります。ここと同じ地区にこども園ではない

んですけれども、同じ幼児を扱う施設が共存

するということになります。現状でも共存し

ているわけなんですけれども、一応民間が運

営主体に入ってくるということで、今月中に

理事長とお会いすることになっております。

その中で、意見交換していきたいと思ってお

ります。 

 それと、指定管理者の５年の期間ですけれ

ども、決して５年が変えることを前提したも

のではなくて、任すほうとして危機管理の観

点から、橋本市の保育の意図するところとあ

まり相反するような事態になれば、こちらか

ら契約を解除できるという危機管理の面から

一応５年ということで、設定させていただい

ております。 

 それと、三石保育園の建て替えにあたって、

さらなる保育の内容なので、充実のことだと

思うんですけれども、これについては、基本

的に地域の児童数、これらも勘案して保育の

定員について見直す必要があれば見直したい

と思いますけれども、三石保育園は既に０歳

から５歳児まで保育を行っておりますけれど

も、低年齢児、０歳、１歳、２歳の部分で定

員を超過するような事態が起こっております

ので、その辺、今、全体定数の中でぞれぞれ

の年齢の割合を見直していけたらなというよ

うな思いを持っております。 

 それと、また同じことになりますけれども、

指定管理者が他の園へやろうと思えばできる

んではないかということなんですけれども、

現在は三石保育園だけなんですけれども、あ

と紀見地域については、この間の一般質問で

もお答えしましたように、二次計画が未定の

状態ですので、現在のところはほかの園に指

定管理者を想定しておりませんけれども、将

来のことについては、今、ちょっと答弁しか

ねるということでご理解をお願いしたいと思

います。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）お尋ねします。 

 僕は、この三石台の保育園を民営化するこ

とで、一気にというんか、公設公営でずっと

きた橋本市の保育行政が、私どもに言わせば、

国の方針に沿ってどんどん自治体の仕事も民

営と、民間でやらせていくという方向に一気

に流れていくという気がしてならないんです。

市民の中では、公設公営という声も半々程度

あるというふうに、私も認識するわけです。

そこで、お尋ねしたいのは、高野口こども園

をスタートさせたときに、いわゆるこども園

の５カ年計画の説明で再三聞かせていただい

たのは、公営と民営ということで、この二つ

が切磋琢磨をさせて、そして保育行政のサー

ビスの水準を上げていくんだという説明を再

三聞かされましたね。このこども園５カ年計

画を実行すること、さらには三石保育園の運

営を民間にゆだねていくといいますか、これ

も明らかに公設と公営での切磋琢磨という論

はもう撤回されるんですかね。二次計画もな

い中で、残っておった紀見地区と旧高野口町

の一部も残っていると思うんですが、保育行

政は一路民営でやっていただくと、こういう

ふうに見えて仕方がないし、客観的にもそん

な方向に流れていっていると思うんですが、

その点、見解を伺います。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）まだ現時点で

は幼保５カ年計画もおくれておりまして、公

立園もたくさん存在しておりますので、民間

のこども園なり民間保育所が橋本市でやって

いただいて、いい意味で公立との刺激で、切

磋琢磨しているような状態が生まれているの

ではないかと思っております。 

 それと、今後ですけれども、これは公立保
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育園の職員との関係もありますけれども、す

べて民営化というのは、職員の勤続年数です

とか年齢にもよるんですけれども、ここ十数

年の間ではすべて民間の運営主体にお願いす

るという形にはならないんではないかと思っ

ております。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）保育園の民営化に

つきましては、こども園については民営化と

いうことで方向が定まってございます。 

 三石台の保育園につきましては、建て替え

ということがございまして、これは行財政改

革の中の保育園の民営化という方向にアウト

ソーシング、民でできるものは民という考え

の中で三石保育園の民営化も決定してござい

ます。 

 ほかの橋本の紀見保育園とか高野口の２園

につきましては、今の状態で民営化するとか

どうするというのは決まってございません。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）今の企画部長の答弁で

わかるように、もう公設公営の保育園は三つ

しか残さんと言うてるんやろ。民営と公営で

切磋琢磨して、その保育水準を上げるんやて、

こう言った今までの説明はうそやったんかい。

だったら、それはもう取り消すんですかと尋

ねてるねや。切磋琢磨させて、保育のサービ

スの内容を向上さすんだと言うてきたやろ。

取り消すかどうか言うてください。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）ちょっと表現が悪

いのかわかりませんけれども、決まってない

ということは、今のところ公設で残っていく

という計画ですよと、決まってないというこ

とは現状のままですよということです。そう

いうことで、これは遠い将来かわかりません

けども、民営になるのでしたら、また議会に

ご相談しまして考えていくことでございます

けれども、現在のところはそういう現状のま

までいくということは、決まってないという

ことは、その間は切磋琢磨してやっていただ

くという考え方でございまして、取り消す考

えはございませんけど。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）三石保育園を民営化す

るということで、保育所条例の一部改正なん

ですけれども、すみだこども園の指定管理者

の選定のときに橋本市の公立保育園の特色は

食育にあると確かおっしゃったと思うんです。

その食育の中心になるのは、やっぱり栄養士

であると思います。今年の３月末で、今ずっ

と保育所の献立を立てておられた、この食育

の中心になっておられる方が退職になって、

その後、嘱託で募集をされてたんです。その

後、どうなったのかちょっとわからないんで

すけれども、その嘱託で募集されていたのを

見て、これはもう三石保育園だけではなくっ

て、いずれは全部、保育園のほうも民営化す

るのかなというふうに思ったんですけれども、

本当に切磋琢磨してこの公立保育園の良さの

食育を大事にするのであれば、やっぱり栄養

士についても正規職員できっちりとしていく

べきではないのかなと思うんですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）確かにすみだこど

も園でも保育所給食というのを重要視した議

論をいろいろしてます。ヒアリングの中でも

そういうことで、その点数も配点がかなり多

くございます。ということで、私どもで、民

間でしたら食育が低下する、嘱託職員では低

下するというような考え方はございません。

公設民営でございます。そういうことで、公

設でございますので、今、高野口のこども園

もそうですけども、こども課のほうでそうい

うソフト的な指導もやっていくということで、
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これはもう民間のように、民間もタッチしな

ければいけないんですけども、あまりしてな

いというような状況じゃございませんでして、

高野口については公設ということも含めまし

て、きちっとそういうことにかかわっていっ

てるし、今後もこども園についてはだけじゃ

ないですけども、やっていきたいと考えてご

ざいます。ということで、その嘱託職員を雇

ったから、それは民間やという論法はちょっ

と成立しにくいんかなというように考えてご

ざいます。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）保育園の給食

については、こども課に配置しました栄養士

が一括してメニューをつくっておりました。

ちょうどこの３月で退職しますので、今度、

嘱託保育士を一般から募集させていただいた

んです。今度、メニューをつくってくれる栄

養士につきましては、非常に優秀な方で経験

もありますので、今まで以上のメニューづく

りに貢献してくれるものと期待しております。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）議論を聞いていたら、

民営よりも公営のほうがええと、民営は悪い

と、基本的にそういう考えに立ってものを言

うとるような気がして、それでまた遠慮もし

ている答弁があると思うんですけどね。保育

には何が大事かと、これとこれとこういうこ

とが大事だと。民営であれ何であれ、これで、

やらない人はやめてもろたらええしね。そう

いう基本的に保育として何が必要かというこ

とを、市当局としてもしっかり持って、これ

をやってくれという話で、別に公営と民営と

で競争しなくても民民同士で競争させたらえ

え話でね。公営がええ、民営が悪いと、例え

ば会社なんか、橋本市役所の職員の働きぶり

を見ても、これはもうくびにならへん、配転

もない、上から厳しい指導もないという、民

間だったらこんなことはとてもやないけど通

らんという人が、会社でいっぱいおりますや

んか。僕が何を言うてるかわかります。だか

ら、民営、公営、そういうものじゃなくて、

何が大事かということを基本にして、ものを

考えていっていただきたい。政策も進めてい

っていただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）ちょっと待ってくださ

いね。４番 松浦君、答弁要りませんね。 

 23番 井上君。 

○23番（井上勝彦君）私、このことについて

話を聞いておったらややこしいんやけど、橋

本市には完全な民営でやっている、50年も長

年やっている、それでまた新しく来ているム

ーミン谷もあって、２園がありますね。それ

は、公設とか民営とかいうよりも歴史があっ

て、非常にそこがいいと、保育の内容によっ

てそこを選んで行くという子どもたちもおる

と。完全な民営で、法人でやっているのが２

園と、それから、今、こども園というのは、

要するに公設民営でしょ。ほんで、公設公営

と三つあるわけやしな。それを、結局、橋本

市が、今、子どもたちのためにそれぞれの園

でやっぱり一生懸命やっているわけですわ。

だから、公設公営がええという論もあれば、

富岡議員が言いよるし、公設民営でええと、

今、こども園があります。そこへ対して、完

全な民営でもええと。公設民営というのは、

今、高野口こども園ができたわけでしょ。ほ

んで、橋本市はそういうものを網羅して、要

するに子どものためにそれぞれの園で頑張っ

ておる。この条例も、しばらくの間は公設公

営もあるし、公設民営もあると、それで法人

もあると。そんな中でやっていて、お互いに

切磋琢磨をしていくと。その先には、行財政

改革の中で、みんながこども園がいいと、そ

ういうふうになってきたら、先には公設民営

化を進めていくこともあり得ると。だから、
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今のところは切磋琢磨していると、こういう

状況であるということでしょ。ほんで、そこ

でこども課がきちっとそういうものを、その

ために三石保育園がこの条例を改正して、公

設民営をするための条例の改正やと、こうい

うことやさかいに、質問する者も中身をわか

って質問せなね。答える人もきちっと答えて

もらわんだら困るなと、そういうことでしょ。

そこのところをちゃんと説明してもうたら、

わかりよいんですわ。そういうことです。そ

ない言うてよ。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）一問一答方式なの

で、私の答弁はいつでもちょっとけんかみた

いな形になるんですけれども、橋本市の保育

園というのは、人口３万7,000人のころにつき

ましては、みな公設でございました。ただ、

開発が始まった中で、民間も入ってきました。

それと伴いまして、平成15年ごろ、ムーミン

谷こども園、これは橋本市だけ特区をいただ

いて、幼保一元化施設をつくっていくという

ことで、全国に先駆けて民間でやってきた経

緯がございます。ということで、それを見ま

しても、かなり成果を上げているということ

もあります。そういうことで、橋本市としま

しても、同じように公設ではございますけれ

ども、こども園をしていく中で、子どもの保

育環境を整えたいと考えてございます。とい

うことで、現在のところは、こども園計画を

ぐっと推進していくという考え方の中で進め

ておりますので、ただ、二次計画の部分につ

いてはまだ決まってないというのが現状でご

ざいますけれども、それは一次計画の検証を

した中で二次計画も加味していくような形で

考えていきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）ちょっとややこしい

話をされているようで、幼保一元化のこども

園のことと、三石台の保育所を建て替えるこ

とによって橋本市は条例を改正しなければ保

育行政を公設民営化していかれへんというこ

とで、僕らは理解しとるんですけども、その

ことをはっきり言うてもらわんと、こども園

構想、幼保一元化の計画とか、その辺をごち

ゃまぜにされると、公設民営で三石台がやっ

ていく中で、将来は幼保一元化になるのか、

なるん違うかなて、そこまで発展してしまう

と、また皆さんに誤解を招くので、橋本市は

公設民営ということで、橋本市立の保育所が

民営化されてないので、この条例を改正せん

ことには、この三石保育園ができないという

ことをはっきり言うてもらわんと、ややこし

い話なんよね。先ほどから言われているこど

も園の構想の話をしたりしているから、はっ

きりその辺を言うてくださいよ。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君） 初に戻りま

すけれども、上久保議員がおっしゃるとおり、

これは公立保育園の運営を民間事業者に委託

することができるための条例改正でございま

す。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 １番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）一点確認だけなんです

けども、今回、三石台の保育園、これは条例

を改正して民間のほうに任すというのは、土

砂崩れの危険性があるという問題の中で、新

しく場所を変えて新築をつくるという中で、

橋本市の今の幼保の一次計画の指針が公設民

営化に向かって進んでいるので、新設するの

であれば、三石保育園に限り公設民営でやっ

ていきたいという、特別な例でこういう条例

が上がっているだけで、これは確認ですよ。

ほかの紀見とかその辺に関しては幼保の二次

計画でそちらのほうは考えるけども、これは
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本当に特例で、三石保育園のことを考えた上

での条例を上げてきたということで理解して

よろしいんですね。その辺をはっきりしても

らわないとさっきからもうごちゃごちゃにな

ってしまいますので、これは特例で、そうい

う三石保育園のことに関してこの条例を上げ

てきたということだけでよろしいんですね、

その一点だけ。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）説明不足か、

ちょっと押しが足らんのか、私は 初の理由

でそういう説明をさせていただいたつもりで

おったんですけれども、そのとおりでござい

ます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）１個だけ確認したいん

ですが、公設民営でしていただけることにつ

いて、私は反対しておりませんし、指定管理

制度を使っていただいて結構なんですが、た

だ一つあるのが、うちの大前提は幼保一元化

で、認定こども園を活用していくという方向

性がありますので、もう高野口も隅田もやっ

たという中で、心配するのが、保育園だけを

指定管理する、指定管理者を募集しました。

受けた指定管理者は保育園だけを受け持つと

いう方がなりました。その後で、こども園の

方向性がありますのでということになったと

きに、受け手側の方が短期間で受けて、じゃ

こども園やったら具合悪いよって言う方もい

らっしゃるかわからない状態で、その紀見地

域の計画に、今後こども園の方向にいくかも

わからない状態で、その辺は支障がないのか

どうか、その辺についてだけ教えてください。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）先ほどから何

度も言っておりますように、まず、三石保育

園については危険性を早期に解除するために

こういう形で、こども園計画ということじゃ

なくて、保育園単独という形をとらせていた

だいております。また、これも先ほどから言

っておりますように、同じ地域に私立の幼稚

園がございまして、それとの兼ね合いもあっ

て、将来、第２期の幼保の計画について、そ

の周辺の地域についてはどういう形に持って

いけるのかなと、ちょっと不透明なところが

ございます。幼稚園につきましても、柱本幼

稚園ですとか境原幼稚園、紀見幼稚園ですか、

かなり距離が離れておりまして、このあたり

の紀見地域全体でどんな絵をかいていけるの

かなということを常々の頭の中には思いをめ

ぐらせているんですけれども、将来の子ども

の児童数の推移等を勘案して、これから二次

計画を立てていくにあたって非常に難しい検

討作業が必要だろうなということを思ってお

ります。ですから、今の時点で支障が将来出

るか出ないか、出るかもわかりませんし、保

護者との話を聞く中で割合すんなりいくかも

わかりませんし、今の段階で見通せないとい

うのが実情です。ただ、認識として、どうい

う配置が一番子どものためにとって良いか、

また保護者のためにとっていいか、それらを

常々日々思いめぐらせているということだけ

お願いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）私が聞かせていただい

ているのは、ごめんなさい。質問の仕方を変

えます。受けられた指定管理者がいてますや

ろ。受けられる指定管理者を公募するときに、

一定にそっちの方向性もありますよという感

じで募集するのか、保育園だけですと言うて

やったら、ずっと保育園だけですという気で

来る業者、指定管理者に募集される方もいら

っしゃいますでしょ。受け手の保育園のすば

らしい、ほんまにすばらしい人であれば、話

は継続していくほうがまちのためにええとな
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りますやん。だから、その辺のことなんで、

市がこども園の方向性もある程度考えている

んやったら、こども園の方向性も考えた中で

というもとで公募するようにしとかないと、

後で支障が出ないかなということを聞かせて

もうとるんです。だから、保育園だけをする

とか、こども園の計画がどうなった、そんな

話をしとるんじゃなくて、募集の仕方のとき

に、支障がないですかという質問です。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）三石保育園に

ついては、現在、保育所単体で考えておりま

して、将来的にこども園に移行というような

考え方は、今のところ持っておりません。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）済みません。ちょっと

議論がずっと今後の橋本市の保育行政にいっ

ているんですけども。ちょっともう少し手前

のところで、一点、確認だけさせていただき

たいんですけれども、今回の三石保育園の公

設民営に対して、保護者会とか橋本市保育園

保護者会連合会とかといろいろ災害のところ

から話し合いが行われてきたと思うんですけ

れども、その中で、公設民営に対して建て替

えるということを条件にということで、話が

あったと思うんですけれども、その辺の簡単

な経緯とご納得をいただいておるのかどうか

という点だけ、教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）これまで保育

園の北西側に控えております山の対策、渓流

の対策も含めて、保護者会と再三説明会もし、

話し合いを持っていただきました。また、文

教厚生委員長にも入っていただいたんですけ

れども、１年間かけて市と自治会あるいは保

護者会が入って、今後の対策等についても話

し合ってきました。その結果、砂防対策につ

いては砂防ダムをつくるということで保護者

のほうへ提案させていただいたんですけれど

も、それでは安全が担保できないということ

で、保護者から建て替えの要望が改めて出さ

れてきました。その結果、 終的には市長の

英断もあって、別の場所に建て替えていこう

ということになりました。建て替えの場所に

ついては、基本的には三石台地区内というこ

とで、新たな用地も購入に至ったわけです。

その建て替えにあたって、運営主体について

は、公設民営でお願いしたいということを保

護者会に提案させていただきました。それで、

役員の方が入っておられたんですけれども、

公設民営の部分については、保護者に一度説

明してほしいということで、言われました。

それで、昨年５月、改めて保護者会の保護者

を集めて、説明会を持たせていただきました。

その説明会の中では、公設民営に反対する

方々あるいは賛成する方々、さまざまな意見

が出ました。その後、私たちはすみだ保育園

でも保護者会との話し合いでいろいろ意見を

出されたことも踏まえまして、公設民営のメ

リット、デメリットをＱアンドＡ形式で書類

をこしらえまして、それを保護者全員の方に

も見ていただきました。そういう手順を踏ん

で進めておりますので、全員の方がこぞって

賛成という形には到底無理だと思うんですけ

れども、市としては説明を尽くしたという形

をもって現在進めさせていただいております

ので、ご理解をお願いします。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第32号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第８ 議案第33号 橋本市立幼稚園設
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置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（中西峰雄君）日程第８ 議案第33号 

橋本市立幼稚園設置及び管理条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第33号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第33号 橋本市立幼稚園設置

及び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第９ 議案第34号 橋本市立公民館設

置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（中西峰雄君）日程第９ 議案第34号 

橋本市立公民館設置及び管理条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第34号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第34号 橋本市立公民館設置

及び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第10 議案第35号 橋本市立文教施設

利用に関する条例の一部を改正

する条例について 

○議長（中西峰雄君）日程第10 議案第35号 

橋本市立文教施設利用に関する条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 
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 質疑ありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）確認の意味も込めま

して二、三お尋ねします。聞くところにより

ますと、先ほど議案第34号の西部の地区公民

館の分館を廃止するということに伴って、議

案第35号の一部の条例改正の議案が出てきた

というのは理解しているんですけども、確認

ですが、この中に別表の部分で、和室の展示

室の部分については、西部の地区公民館の分

館にそういった対応で利用される人の利用料

として挙げていたということで理解していい

んですね。この新しいところを見ると、旧も

あれですが、和室の研修室というのがあるん

ですよ。ここの利用料は全く変わらないんで

すが、この和室の展示室の部分については、

確かに分館が廃止することによってこういう

徴収はできひんのですけども、和室の研修室

を例えば展示室に変えた場合に、これはこの

まま研修室を利用するときにこの料金でいけ

るわけですか。ちょっとその辺を教えてほし

いんですが。 

 それと、もう一つはこの分館を廃止したこ

とによって、この後の処理をどのようにされ

るのか説明願えますか。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）一点目の和室の件

でございますが、これにつきましては、中央

公民館の３階、教育文化会館２階、４階の基

本使用料についての変更の中で、教育文化会

館の耐震改修工事の中で、図書館の５階を全

面改修するということになっておりまして、

ただ今議案と出している４階の和室展示室に

事務室を移すための、ここを削除するための

議案でございますので、その点ご理解いただ

きたいと思います。 

 それから、分館の廃止の処理の件でござい

ますが、今後これにつきましては、今のとこ

ろ利用が全くございません。今現在、22年度

ありますのは、耐震改修のために３ないし４

サークルが教育文化会館を利用できないため

に22年度はそれを使っておりますが、今後23

年度は全く利用の状況がない見込みでありま

す。そういったところで、この跡につきまし

ては、教育委員会の施設として橋本小学校が

移転改築する予定ですが、その跡のいろいろ

掘削をする、特に埋蔵物が埋設されているの

が確かにありますので、その辺の倉庫がわり

というか、そういう利用の形態を今のところ

考えてございます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）済みません。念のた

め、確認させていただいたんです。 

 もう一つお聞きしていた和室の研修室の場

合は、研修室ということで金額がこのような

あれですけども、下の４階の展示室は金額が

上がってますよね。これを、例えば和室の研

修室を展示室に変えてやった場合は、その料

金体系というのは変える必要ないんですか。

これは、どういうふうに扱いを考えたらいい

んですか。研修室として使うんやったらええ

んやけど、和室を展示室に使う場合には、広

さが違うけど、そこら辺ちょっと説明してく

ださい。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）済みません。今ご

指摘いただいた質問内容を、私はもう一つ理

解はさせてもらってないんですが、今のとこ

ろ、旧と新の見比べをしていただいたら、何

ら変更はしてございませんので、中央公民館

の３階に確か和室がございますが、それにつ

いての金額等の変更はしておりませんので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）暫時休憩いたします。 

（午前10時34分 休憩） 
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                     ○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

（午前10時46分 再開） ○13番（瀧 洋一君）何かすごく画期的なこ

となんかなとは思うんですけども、要は書庫

がなくなってすべてが開架スペースになると

いうことなんでしょうか。それはそれで、非

常にいいんです。いいというか、すばらしい

んかなと、逆に言うと、そんだけしか蔵書が

ないのかなとちょっと不安になったりもする

んですけども、それはまあ置いといて、次の

議案でもあるんですけども、高野口分館が廃

止とか、そういった蔵書なんかも含めてすべ

てをその開架という形ですることができると

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 日程第10 議案第35号 橋本市立文教施設

利用に関する条例の一部を改正する条例につ

いて の21番 上久保君の質疑に対する答弁

を求めます。 

 教育次長。 

○教育次長（西本健一君）大変失礼いたしま

した。おただしの和室研修室につきましては、

展示室として利用ということはしないという

方向で考えるという話になります。 ○議長（中西峰雄君）教育次長。 

 以上でございます。 ○教育次長（西本健一君）今ご指摘のように、

蔵書数につきましては、順次予算化を経て充

実していきたいと考えております。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）今回、この条例で図書

館の事務室を４階に移すということは、それ

だけ５階の開架スペースが広くなると思うん

ですけれども、そのことで、どういった分野

の書籍が市民の方に自由に手にとっていただ

けるような開架スペースとして増えてくるの

か、そういったメリット等をちょっと教えて

いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第35号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 ○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）４階に事務室を移

すのとあわせまして、今ご指摘の書庫につき

ましては、５階のスペースの約３分の１を占

めております。それを開架式の閲覧スペース

にするんですが、今おただしの書籍内容につ

きましては、私はちょっとそこまで十分把握

できてない状況ですが、今後図書の充実を深

めてまいりたいと考えております。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それと、５階全体が住民の方に閲覧スペー

スとなることに鑑みまして、利用者のアクセ

スもよくなると考えております。 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第35号 橋本市立文教施設利

用に関する条例の一部を改正する条例につい 以上でございます。 
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て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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